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日出町太陽光発電設備等と地域環境との調和に関する条例（令和４年日出町条例第 32 号）第
５条第１項の規定に基づいて定める技術基準については、令和５年日出町告示第号にて告示さ
れているところである。設置等基準については太陽光発電設備の設置時だけでなく、その後の
維持管理の期間においても、基準に適合した状態が保たれる必要があるため、設置等基準は、
原則として、状態規定の形式をとっている。 

本マニュアルは、設置等基準の各項目について、その解説や標準的な検討方法を示すことに
より、事業計画を作成する上での参考としていただくことを目的に作成したものである。なお、
本マニュアルでの設置等基準の検討方法については、参考となる一つの事例を示したものであ
り、これ以外の方法を妨げるものではない。 

また、設置等基準の項目によっては、太陽光発電設備の設置に当たって必要となる関係法令
の許可等の基準と同等と判断できるものもあることから、その場合には関係法令の許可証等の
添付により当該項目を適合と判断することを可能としている。 
 
※法令等の略称 
本マニュアルにおいては、法令等について下記の省略名で表記している。 
条例:日出町太陽光発電設備等と地域環境との調和に関する条例（令和４年日出町条例第 32

号） 
規則:日出町太陽光発電設備等と地域環境との調和に関する条例施行規則（令和５年日出町規

則第 26 号） 
FIT 法:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号） 
FIT 法施行規則:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成 24 

年経済産業省令第 46 号） 
 
 

<枠線の凡例> 
: 設置等基準による規定 
: 関係法令等による規定 
: 参考事項等 
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１ 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項 
 
太陽光発電設備の設置に伴い、土砂の流出等の防災上の措置に対する問題が指摘されており、

都市計画法又は森林法に基づく開発許可や調整池の設置について、これらの法令等の対象となら
ない場合があることから、設置等基準の一つとして防災上の措置に関する規定を設けている。 

ここでは、太陽光発電設備等の設置に係る防災上の安全性を確保する観点から、その基準の内
容について解説するものである。なお、森林法等の手続の対象となる設置工事については、当該
法令の許可等を受けることにより、本基準の一部の項目について、適合とみなすことができる。 

 
(１) 地盤の安定性の確保 

事業区域又はその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その他の災害を防止するため、都市計
画法（昭和 43 年法律第 100 号）、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）その他関係法令の
規定に準じて定める(2)から(6)までに掲げる基準を満たすことにより、地盤の安定性が確保さ
れたものであること。 

 
・太陽光発電設備の設置に当たっては、事業区域やその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その

他の災害を防止するため、地盤の安定性の確保が必要である。基本的には、都市計画法第 33 条
第１項第７号、森林法第 10 条の２第２項及び宅地造成等規制法第９条第１項等の規定に準じ、
地盤、擁壁、法面に関し、一定の基準を満たすことを求めるものである。 

 
・太陽光発電設備の設置工事が、森林法第 10 条の２及び宅地造成等規制法第８条に規定する許

可の対象となる場合は、当該法令の基準に適合している旨の許可を受けることで、本項目の基
準(２)～(６)を満たすものとする。 

 
・ 森林法第 10 条の２及び宅地造成等規制法第８条に規定する許可の対象外である開発行為で、

建築基準法の確認の対象となる２メートルを超える擁壁を設置する場合には、同法に基づく確
認を受けることで、本項目の擁壁に関する基準(４)を満たすものとする。 

 
・その他、事業区域の一部又は全てが、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定す

る急傾斜崩落危険区域、砂防法に基づく砂防指定地に指定されている場合で、当該法令に基づ
き太陽光発電設備の設置が許可された場合は、許可の対象区域に限り、本項目の基準(２)～(６)
のうち、当該許可の基準で対象となっている項目を満たすと判断できる場合がある。 
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（都市計画法第 33 条第１項第７号） 
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地
盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定めら
れていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる
区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄
に掲げる基準に適合していること。 

宅地造成等規制法（昭和三十
六年法律第百九十一号）第三
条第一項の宅地造成工事規制
区域 

開発行為に関する工事 宅地造成等規制法第九条の規
定に適合するものであるこ
と。 

津波防災地域づくりに関する
法律第七十二条第一項の津波
災害特別警戒区域 

津波防災地域づくりに関する
法律第七十三条第一項に規定
する特定開発行為（同条第四
項各号に掲げる行為を除く。）
に関する工事 

津波防災地域づくりに関する
法律第七十五条に規定する措
置を同条の国土交通省令で定
める技術的基準に従い講じる
ものであること。 

 
（森林法第 10 条の２） 

地域森林計画の対象となっている民有林（第二十五条又は第二十五条の二の規定により指
定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法 
（昭和三十一年法律第百一号）第三条 の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除
く。）において開発行為（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、
森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをい
う。以下同じ。）をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許
可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 
一 国又は地方公共団体が行なう場合 
二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合 
三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められ

る事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合 
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当し
ないと認めるときは、これを許可しなければならない。 
一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発

行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させる
おそれがあること。 

一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為によ
り当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。 
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二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により
当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 

三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当
該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。 

 
（宅地造成等規制法第８条） 

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、
当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受け
なければならない。ただし、都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項 又
は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容（同法第三十五条の二第五項 の規定によ
りその内容とみなされるものを含む。）に適合した宅地造成に関する工事については、この限
りでない。 
２ 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定

に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。 
３ 都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件

を付することができる。 
 

（宅地造成等規制法第９条第１項） 
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政令で都

道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁
壁、排水施設その他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成に
伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 
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(２) 地盤の勾配 

工作物が設置される地盤の勾配は 30 度以下であること。ただし、地盤調査等により、その
安定が確認できる場合は、この限りでない。 

 
・工作物が設置される地盤の勾配は、一般に安定勾配とされる 30 度以下であることを原則とす

る。 
 
・「地盤調査等により、その安定が確認できる場合」とは、次のいずれかの場合であること。 

① 切土等がない場合に、土質が次表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が
同表の下欄の角度以下のもの 
 

土 質 
軟 岩 

(風化の著しいものを
除く。) 

風化の著しい岩 
砂利、真砂土、関東ロ 
－ム、硬質粘土その他 
これらに類するもの 

地盤の勾配の上限 60 度 40 度 35 度 

 
②  土質試験等に基づき地盤の安定計算などを行った結果、地盤の安定が認められる場合 

 

 

 

(３) 擁壁の設置 

切土等により崖（勾配が 30 度を超える土地をいう。以下同じ。）が生ずる場合は、当該崖
の表面が擁壁で覆われていること。ただし、当該崖について、その勾配、地質、土質及び高さ
からみて崩壊のおそれのない場合は、この限りでない。 

 
・切土等によって生じた崖の表面は崩落しないように、擁壁で覆わなければならない。 
 
・「その勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれのない場合」とは、次のいずれかに該

当する崖又は崖の部分であること。 
 
① 切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、土質が次表の上欄に掲げるも

のに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの 
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土 質 
軟 岩 

（風化の著しいものを
除く。） 

風化の著しい岩 
砂利、真砂土、関東ロ－
ム、硬質粘土その他これ
らに類するもの 

擁壁を要しない
勾配の上限 60 度 40 度 35 度 

擁壁を要する勾
配の下限 80 度 50 度 45 度 

 
② 切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、土質が①の表の上欄に掲げる

ものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもの
で、その上端から下方に垂直距離５メ－トル以内の部分。 

この場合において､①に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは､ 
①に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 

 

 
 

③  土質試験等に基づき地盤の安定計算などを行った結果、法面の安定を保つために擁壁の設
置が必要でないと認められる場合 

 
・切土等によって生じた崖以外の事業区域内に既に存在する崖についても、擁壁の設置等の措

置を講じることが望ましい。 
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(４) 擁壁の構造 

(3)により設置される擁壁の構造は、次のいずれの基準にも適合するものであること。 
ア 安定計算等により、その安定性が確かめられたものであること。 
イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられたものであること。 

 
・設置する擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石積み造その他の練積み

造のものとする。 
 
・人家、学校、道路等から離れており、斜面地の崩壊等により、人的被害、建物被害、避難経路

の遮断、避難施設等への被害のおそれがないなど、災害の防止上支障がないと認められる土地
においては、間知石空積み工その他の空積み工などによる措置によることができる。 

 
・「ア 安定計算等により、その安定性が確かめられたものであること。」とは、以下のいずれか

によるものとする。 
① 構造計算によって次のいずれにも該当することを確かめたものであること 

ア 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。) によって擁壁が破壊されないこと。 
イ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 
ウ 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 
エ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

② 都市計画法や宅地造成等規制法等において定められた仕様であること。 
 

・「イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられたものであること。」
とは、壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも一個の内径が 7.5 ㎝以上の陶管その他これに類
する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所
には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けることを目安とする。 
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(５) 法
のり

面の構造 

切土等が行われた後に法面が生ずる場合にあっては、当該法面の構造が、小段及び排水施設
の設置その他の措置が適切に行われているものであること。 

 
都市計画法開発許可制度の手引き（大分県土木建築部都市・まちづくり推進課、令和４年４月

版）第一編§７開発許可基準その１技術基準 12 宅地の防災（２）宅地の安全性に示す基準を満
たすものであること。 
 
ア  切土の場合 
・切土高が 10 メートルを超える場合には、原則として高さ５メートルないし 10 メートルご

とに幅 1.5 メートル以上の小段が設置されるほか、必要に応じて排水施設が設置される等崩壊
防止の措置が講ぜられていること。 

 
・切土を行った後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合には、その地盤に滑りが生じないよう

に杭打ちその他の措置が講ぜられていること。 
 
 

（都市計画法施行令第 28 条第３号） 
切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その

地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（次号
において「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられている
こと。 

 
イ 盛土の場合 
・法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既往の法面の状態等を勘案して、

現地に適合した安全なものであること。盛土高がおおむね 1.5 メートルを超える場合には、勾
配が 35 度以下であること。 
 

・一層の仕上がり厚は、30 センチメートル以下とし、その層ごとに締め固めが行われるととも
に、必要に応じて雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の設置等の措置が
講じられていること。 

 
・盛土高が５メートルを超える場合には、原則として高さ５メートル以内ごとに幅 1.5 メートル

以上の小段が設置されるほか、必要に応じて排水施設が設置される等崩壊防止の措置が講ぜら
れていること。 
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・盛土が滑り、緩み、沈下し、又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤の段切

り、地盤の土の入替え、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講ぜられていること。 
 

（都市計画法施行令第 28 条第４号） 
盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩

壊又は滑りが生じないように、おおむね 30 センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛
り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて
締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられている
こと。 

 
（都市計画法施行令第 28 条第５号） 

著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接
する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 
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(６) 法面の保護 

事業区域内の法面が雨水、風化等により浸食されないよう植生工等による法面保護が行われ
ていること。 

 
・「事業区域内の法面」とは、切土又は盛土により生じた法面のほか、事業区域内に既に存在す

る法面も含むものとする。 
 
・事業区域内の造成工事によって生じる法面又は擁壁が望見できる場合、裸地のままの法面やコ

ンクリートむき出しの擁壁とせず、樹木や地被植物等を用いた緑化、木材や石材等の自然素材
を用いた修景を行うものとする。 

 
・法面の保護は、植生による保護を原則とし、植生による保護が適さない場合又は植生による保

護のみでは法面の浸食を防止できない場合には、人工材料による適切な保護が行われるもので
あること。また、工種は、土質、気象条件等を考慮して決定され、適期に施工されるものであ
ること。なお、人工材料を使用する際には、緑色の人工材料（防草シート等）による緑化への
対応もやむを得ないと考えるが、使用に当たっては、流出係数の増加による排水施設への影響
等防災上の観点からも十分配慮して計画すること。 

 
・表面水、湧水、渓流等により法面が浸食され、又は崩壊するおそれがある場合には、排水施設

又は擁壁の設置等の措置が適切に講ぜられるものであること。この場合における擁壁の構造は、
(４)「擁壁の構造」によるものであること。 

 

  



10 

(７) 排水施設の設置 

事業区域内の雨水等が適切に排出されるよう、都市計画法、森林法その他関係法令の規定に
準じて定める(8)から(11)までに掲げる基準を満たす能力及び構造を有する排水施設が設置さ
れていること。 

 
・太陽光発電設備の設置に当たっては、事業区域やその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その

他の災害を防止するため、事業区域内の雨水等が適切に排出されるよう一定の措置が必要であ
る。基本的には、都市計画法第 33 条第１項第３号、森林法第 10 条の２第２項、宅地造成
等規制法第９条第１項、総合治水条例第 10 条の規定に準じ、排水施設や調整池の設置に関し、
一定の基準を満たすことを求めるものである。 
なお、事業区域内における雨水浸透のみの排水は認めないものとする。 

 
・森林法第 10 条の２、宅地造成等規制法第８条に規定する許可の対象となる場合は、当該法律

の許可を受けることで、本項目の基準(８)～(10)を満たすものとする。 
 
・その他、事業区域の一部又は全てが、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定す

る急傾斜崩落危険区域、砂防法に基づく砂防指定地又に指定されている場合で、当該法律に基
づき施設の設置が許可された場合は、許可の対象となる区域に限り、本項目の基準(８)及び(９)
のうち、当該許可の基準で対象となっている項目を満たすと判断できる場合がある。 

 

（都市計画法第 33 条第１項第３号） 
排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和 33 

年法律第 79 号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によっ
て開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に
配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都
市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 
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(８) 排水施設の能力 

事業区域内の排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量等及び放流先の排水能力を考慮し、
事業区域及び流域の地表水等が有効に排出される勾配及び断面を有するものであること。 

 
・太陽光発電設備の設置における排水施設については、事業区域の規模、地形、降雨量等から想

定される雨水を適切に排出できる能力を確保することが必要である。 
 
・切土等が行われた区域で、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、

事業区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができること。 
 
・上記を満たす排水施設の能力等の確保については、都市計画法や森林法の開発許可の基準等を

満たすこと。 
 
【参考】（都市計画法及び宅地造成等規制法による排水施設の設計基準） 
１）計画雨水量(Ｑ)の算定 

Ｑ＝1／360×Ｃ×Ｉ×Ａ（㎥／sec） 
Ｃ:流出係数   (1)   (2)、(3)以外     1.0 

(2) 公園、ゴルフ場、造成緑地 0.8 
(3) 植生の良い自然林     0.7 

Ｉ:降雨強度 116 ㎜/hr(左記降雨強度の降雨継続時間は、10 分間とする) 
Ａ:集水面積 (ha) 

 
２）計画通水量(Ｑ′)の算定 

Ｑ′＝Ａ×Ｖ 
Ａ:断面積（㎡） 
Ｖ:流速（ｍ／sec） 

流速はマニング又はクッターの公式により算出する。 
0.8～3.Om/s を標準とし、下流に行くに従って漸増させる。 

 
 

n:粗度係数        ヒューム管         0.013 
コンクリート面（工場製品） 0.013 

                  コンクリート面（現場打ち） 0.015 
                  硬質塩化ビニール管     0.010 
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          Ｒ:径深（m） 
       Ｒ＝Ａ／Ｐ Ｐ:流水の潤辺⾧（m）  Ａ:流水の断面積（㎡） 
      ・円形管渠（満管） 
       Ｐ＝πＤ   Ａ＝（Ｄ／２） ×π 
      ・暗渠 
       Ｐ＝２×Ｈ + Ｂ    Ａ＝ Ｈ×Ｂ 

・開渠 
       Ｐ＝２×Ｈ + Ｂ    Ａ＝ Ｈ×Ｂ 
      Ｉ:排水路勾配   下流に行くにしたがって緩勾配とする 
      Ｂ:管渠内寸幅   Ｈ:管渠内寸高さ 
 
３）計画雨水量は、次式を満足させること。 
  計画雨水量（Ｑ）≦計画通水量（Ｑ´）×0.8 

２ 
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(９) 排水施設の構造 

事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であるこ
と。また、維持管理、断面確保の観点から二次製品等を使用するものとする。 

土砂の流出を防止するための泥溜め又は沈砂池が適切に設置されたものであること。 
 
ア 排水施設の構造 
・排水施設は、立地条件等を勘案して、コンクリート、硬質塩化ビニール管などその目的及び必

要性に応じた堅固で耐久性のある材料で作られたものを使用する。 
なお、素掘水路の使用は認めない。 
 

名 称 規 格 
遠心力鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ 5303 
鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ 5302 
陶管 ＪＩＳ Ｒ 1201 
下水道用硬質塩化ビニール管 ＪＳＷＡＳ Ｋ－1 
下水道用強化プラスチック複合管 ＪＳＷＡＳ Ｋ－2 
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 ＪＳＷＡＳ Ａ－2 
現場打鉄筋コンクリート管     ―― 

 
・漏水が最小限度となるよう、継ぎ目はカラー、ソケット等の構造とする。 
 
・排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要なます又はマンホールの設置等の

措置が講ぜられていること。 
 
イ 土砂の流出を防止するための措置 
・土砂の流出を防ぐため、雨水その他の地表水を排除すべきますの底には、泥溜めを設けるほか、

沈砂池を設けるなどの措置を講ずること。 
・泥溜めを設ける際には、深さ 15 ㎝以上とし、適切に管理されるものであること。 

 

浸透式側溝 
浸透施設は土砂の目詰まりなどによって機能低下を生じることがあり、適正な維持管理を行う
必要がある。 
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(10) 調整池の設置 

太陽光発電設備の設置によって、周辺地域の浸水被害を発生させる可能性が明らかに高まる
場合は、雨水を一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する調整池が設置されていること。 

降雨強度の適用確率年は、３０年として設計すること。 

 
・「周辺地域の浸水被害を発生させる可能性が明らかに高まる場合」とは、樹木の伐採や農地等

の埋立てなどにより、太陽光発電設備の設置をしようとする土地の雨水流出量の増加が明らか
である場合をいう。 

 
・調整池の設計条件において降雨強度の適正確率は３０年、降雨持続時間は２４時間とし、大分

県林地開発許可審査要領によるものであること。 
 
・大分県林地開発許可制度実施規則（昭和５０年大分県規則第２５号）による調整池の設置につ

いては、水害の防止の機能に関する措置が適切に講じられていることが明らかなこと。 
 
 
（参考:大分県 林地開発許可申請の手引き 平成２７年１２月） 

林地開発許可審査要領 53 ページ 
8 規則第４条第２号トに規定する洪水調整池等を設置する場合は、河川等の管理者と協議し、

その指示に従うこと。なお、特に指示がない場合は、次によるものであること。 
イ 洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、30 年確率で想定される雨量強度に
おける開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるもので
あること（開発行為の施工前において既に３年確率で想定される雨量強度におけるピーク
流量が下流における流下能力を超えるか否かを調査の上、必要があれば、この超える流量
も調節できるものであること。）。また、流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必
要な堆砂量が見込まれていること。 
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(11) 排水処理 

上流の雨量、放流先の排水能力等を考慮した構造及び規模の排水の放流先を次により設ける
とともに、太陽光発電設備の設置により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川及び水路に新
たな負担が生じる場合は、原則として河川及び水路を新設又は改修すること。なお、改修規模
については別途河川管理者等と協議すること。 

降雨強度の適用確率年は、１０年として設計し、河川又は水路に排水するものとする。ただ
し、事業区域の土地がおおむね平坦な土地の場合は、事業区域内で浸透式側溝又は浸透式クラ
ンチによる地下浸透放流することができる。おおむね平坦な土地とは、土地の傾斜が 3 度以下
であるものとする。 

太陽光発電設備の設置に係る排水処理により影響のある道路、河川、防災施設等の改良又は
補修に要する経費は設置者の負担とする。 
 
（参考:大分県 林地開発許可申請の手引き 平成２７年１２月） 

大分県林地開発許可審査要領第５条第８号の考え方 60 ページ 
河川管理者との協議（調整） 
 排水調整池の直接排水先が普通河川又は河川法準用河川であっても、下流部の「１０年確率
で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができない地点」が河川法適用河
川又は河川法準用河川である場合には、当該河川管理者と協議・調整すること。なお、河川管
理者が国土交通大臣である場合は当該河川を管理する工事事務所と協議すること。 
 

太陽光発電事業を継続的かつ適切に実施するためには、発電設備の安全確保、発電性能維持の
みでなく、周辺環境や地域住民に対しても危険が及んだり生活環境を損なったりするおそれがな
いようにすることが必要である。これまでに、土砂災害の危険性を高めるような斜面への太陽光
発電設備の設置や排水計画が不十分なことに伴う土砂の流出などが報告されている。 

地域環境との調和のために、設置者の責任において、事業区域又は事業区域に影響する上流の
排水について、適切に排水施設を設置して維持管理する必要がある。 
 排水路については、二級河川又は別府湾まで計画すること望ましい。 
 
 一定程度の事業区域が平坦な地形の場合は、河川又は水路までの排水施設を設置することが事
業者に過度な経済的な負担を求めることになるので、基準の範囲内に限り地下浸透放流を認める。
平坦な土地の基準は、地籍調査準則運用基準別表を参考にした。 
 
別表第１ 点配置密度の標準（ 1 ㎢当たり点数）〔第１１条、第２１条、第２２条、第２６条、
第２７条及び第４５条〕 
（２）地籍図根点等又は航測図根点等 
 備考 ４．平坦とは 3 度以下、中傾斜とは 3～15 度、急傾斜とは概ね 15 度以上の傾斜区

分をいう。 
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(12) 設置不適地 

事業区域内には、次に掲げる区域が含まれていないこと。ただし、事業区域及びその周辺の
地域の状況等により明らかに支障がない場合は、この限りでない。 
ア 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 39 条第１項の災害危険区域 
イ 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第３条第１項の地すべり防止区域 
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第３条第１項

の急傾斜地崩壊危険区域 
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 

57 号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 
 
・本規定は、都市計画法第 33 条第１項第８号の技術基準に準じて、開発行為を行うのに適当で

ない区域として規定するものである。 
 
・防災上の観点から、ア～エの区域を事業区域に含む太陽光発電設備の設置は原則として避ける

こととするが、以下のいずれかに該当する場合には、「事業区域及びその周辺の地域の状況等
により明らかに支障がない場合」として、当該区域への設置を可能とする。 
① 地すべり等防止法又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により地すべり防

止区域又は急傾斜地崩壊危険区域への設置について許可等が得られた場合 
② 太陽光発電設備の設置により、当該区域で想定される急傾斜地の崩壊等の災害を助⾧する

おそれがないことが明らかである場合 
③ 事業区域が人家、学校、道路等から離れているなど、急傾斜地の崩壊等による人的被害、

建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被害のおそれがないことが明らかであると認め
られる場合 

 
（建築基準法第 39 条第１項） 

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と
して指定することができる。 

 
（地すべり防止法第３条第１項） 

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知
事の意見をきいて、地すべり区域（地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめ
て大きい区域をいう。以下同じ。）及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを
助⾧し、若しくは誘発し、又は助⾧し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの（以
下これらを「地すべり地域」と総称する。）であつて、公共の利害に密接な関連を有するもの
を地すべり防止区域として指定することができる。 

（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項） 
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町
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村⾧（特別区の⾧を含む。）の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊に
より相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地の
うち、当該急傾斜地の崩壊が助⾧され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第七
条第一項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩
壊危険区域として指定することができる。 

 
（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項） 

都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合
には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認めら
れる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室（建築基準法（昭和二十五年法律第二百
一号）第二条第四号 に規定する居室をいう。）を有する建築物の構造の規制をすべき土地の
区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域として指定すること
ができる。 

 

 

 

(13) 工事中の災害防止 

太陽光発電設備の設置に係る工事は、当該工事中の災害を防止するため、気象、地形、地質
等の自然条件、周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものであること。 
 
・太陽光発電設備の設置に係る工事に当たっては、工事中の崖崩れ、土砂の流出等による災害を

防止するため、気象、土質、周辺環境等を考慮して、施工時期の選定、工程に関する配慮、防
災体制の確立等を合わせた総合的な対策により、防災措置を講ずることとする。 
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２ 生活環境の保全を図るために行う措置に関する事項 
  

太陽光発電設備の設置に伴い、⾧期的な地域との共生の観点から、事業を円滑に進めるために
は、地域住民に与える影響を考慮し、地域住民の良好な生活環境を害することのないよう、周辺
環境への影響を考慮した設計の実施がもとめられることから、設置基準の一つとして生活環境の
保全の措置に関する規定を設けている。 

ここでは、太陽光発電施設の設置に係る生活環境の保全を確保する観点から、その基準の内容
について解説するものである。 

また、発電設備の設置後に地域住民より太陽光発電設備に起因すると考えられる障害の申出が
あった場合、必要な範囲で適切な対応を行うことが求められる。 
 
(１)周辺への騒音及び振動 
太陽光発電設備等の設置に係る工事及び管理に当たっては、周辺への騒音及び振動の対策として、

次に掲げる措置を行うこと。 

ア 建設機械や工事に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚染等について、事業区域周辺に影響を与え

ないように適切な対策を講ずること。 

イ 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)又は振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)の規定に基づく届

出又は手続がされていること。 

ウ 太陽光発電設備から発生する騒音及び振動に関して、地域住民と協議し、必要な対策（緩衝帯の

設置）、防音壁の設置等）を講ずること。 

エ 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限と

するものであること。 
 
・電気事業法の技術基準においては、特定施設の設置に当たり、騒音規制法及び振動規制法に規

定する基準を遵守するよう定めている。パワーコンディショナ等の工作物は特定施設に該当し
ないものの、機器から発生する騒音や振動が事業区域周辺の居住環境を阻害する可能性もある
ことから、発生源となる機器は、その配置、構造又は設備等に関して十分に配慮する必要があ
る。 

 
・太陽光発電施設における騒音源としては、①パワーコンディショナ（太陽電池モジュールから

発生した直流電気を交流に変換する機器）、②パワーコンディショナの熱負荷を減らすための
空調機器が挙げられる。 

 
・パワーコンディショナからの騒音は、日射量の変化に伴う太陽光モジュールの出力の変化に応

じて変動し、夜間は発電しないため、基本的に昼間の時間帯に限られる。ただし、空調機器に
ついては、発電していない時間帯も継続して稼働する可能性があるため、夜間であっても騒音
源となり得る場合がある。騒音又は振動が環境基準を遵守するように措置が適切に行われてい
ること。 
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＜具体の騒音及び振動への配慮例＞ 
・発生源となるパワーコンディショナ等の機器は、その騒音や振動が周辺の住宅地に影響を与え

ないよう十分な離隔距離をとって設置する。 
・低騒音仕様の機器を導入する。 
・遮音壁や緑地帯（緩衝帯）等の設置によって、機器周辺の遮音効果を高めるために有効な措置

を施す。 
・防振ゴム等を設置する。 
 
 
【参考】騒音規制法又は振動規制法について 

太陽光発電施設は、一般に、騒音規制法又は振動規制法の規制対象ではないことが想定さ
れるが、騒音及び振動の規制基準について参考に示す。 

（騒音の規制基準） 
敷地境界における騒音レベルが「騒音規制法」及び知事が定める告示に基づく規制基準に

適合するものであること。 
時間の区分 

区域の区分 
昼間（午前８時～午後６時） 夜間（午後 10 時～翌午前６時） 

第１種区域 50 デシベル以下 40 デシベル 
第２種区域 55 デシベル以下 45 デシベル 
第３種区域 65 デシベル以下 50 デシベル 

（備考）第２種区域、第３種区域又は第４種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診
療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定
こども園の敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における当該基準は、この表の
値から５デシベル減じた値とする。 

 
（振動の規制基準） 

敷地境界における振動レベルが「振動規制法」及び知事が定める告示に基づく規制基準に
適合するものであること。 

時間の区分 
区域の区分 

昼間 夜間 
午前８時～午後７時 午後７時～翌午前８時 

第１種区域 60 デシベル 55 デシベル 
第２種区域 65 デシベル 60 デシベル 

（備考）第１種区域又は第２種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所（患者の
収容施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の
周囲おおむね 50 メートルの区域内における当該基準は、この表の値から５デシベル減じ
た値とする。 

 
（規制区域の区分と用途地域等の関係（目安）） 
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騒音規制区域 振動規制区域 用途地域等 
第１種区域 

第１種区域 

第 1 種・第 2 種低層住居専用地域 

第２種区域 
第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域 
第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域 
市街化調整区域、用途地域の指定のない区域 

第３種区域 
第２種区域 

近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
第４種区域 工業地域、工業専用地域 

※規制区域の区分の具体的な位置は、住民生活課に確認すること。 
 

 
 

 
(２)遮蔽措置  

事業区域の境界部分には、周辺の景観と調和するよう植栽、塀又は柵の設置等により生活環
境の保全に有効な者蔽措置が行われていること。 

 
・「生活環境の保全に有効な遮蔽措置」とは、植栽、塀又は柵の設置等により、周辺の住宅地や

道路等から太陽光発電設備が見え隠れするような措置を行うことをいう。 
 
・可能な限り植栽による遮蔽措置とし、地域の気候、風土、土壌などの自然条件に適合し、事業

区域周辺で生育している樹種とするなど、周辺の植生に配慮することが望ましい。ただし、大
分県の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストに掲載の植物は避けること。 

 
・塀又は柵を設置する場合は、通りなどに対して圧迫感を与えないよう配慮するとともに、連続

性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努めること。 
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(３)パネルの反射光 
太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次

のいずれかの基準に適合するものであること。 
ア 低反射性のものであること。 
イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置すること。 
 

・太陽電池モジュールは、その反射光による周辺の住宅地や道路等への影響を抑制するため、
以下のいずれかの措置を講じること。 

① 光の反射を抑えた、模様の目立たない製品を採用する。 
② 季節ごと、時間帯ごとの太陽の角度との関係に注意し、周辺の住宅や道路等に反射光が届 

かない位置、傾斜角度等とする。それでも、反射光の影響を与える場合には植栽帯等により、
反射光を遮る措置を講ずることとする。 

 
・斜面地で周辺に住宅が立地する場所や、高層建築物が近接する場所では、上記①、②のいずれ

も満たすことが望ましい。 
  
 
 
(４)色彩 

太陽光発電設備に係る工作物（以下「工作物」という。）の色彩は、低彩度のものであること。 
 
・「太陽光発電設備に係る工作物」とは、事業区域に設置される、太陽光を電気に変換する設備

（太陽電池モジュール及びそれを支持する架台等）及びその附帯施設（パワーコンディショナ
や接続箱等の附帯設備を含む。）をいう。 

 
・「低彩度」とは、マンセル表色系において、おおむね彩度４以下をいう。 
 
・工作物の色彩は、事業区域内で統一し、周辺の景観と調和させるなど、視覚的な突出感、違和

感を軽減するように配慮することが望ましい。 
 
・架台については、低明度のもので光沢性のない材料を使用することが望ましい。 
 
・フェンス等については、周辺の景観と調和させるなど、色彩、形態・意匠に配慮することが望

ましい。 
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(５)緑地の保全 
森林又は緑地（以下「森林等」という。）を含む土地に設置する太陽光発電設備にあっては、 

次のいずれの基準にも適合するものであること。 
ア 樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。 
イ 可能な限り現状の地形及び植生を残す工夫をすること。 
ウ 設置工事の完了後においても、当該設置工事の着手の際事業区域内に現に存する森林等の 

面積のおおむね 25 パーセント以上の面積の森林等が事業区域内に保全されていること。 
 
・「森林」とは、①樹木又は竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある樹木又は竹、

②樹木又は竹の集団的生育に供される土地、をいう。 
 
・「緑地」とは、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育している土地及び樹木、竹又は芝その

他の地被植物の生育に供される土地のうち、森林以外の土地をいう。単に適切な管理がなされ
ず、雑草が繁茂している土地は含まない。 

 
・事業区域内に森林等が含まれる場合の樹木の伐採は、既存樹木の保全に配慮し、太陽光発電設

備の設置に必要な最小限の部分とする。 
 
・やむを得ず森林等を伐採する場合、設置工事の着手の際に事業区域内に存在していた森林等の

面積のうち、おおむね 25 パーセント以上の面積の森林等を保全する。なお、工作物の配置計
画上、やむを得ず森林等を伐採することにより必要な保全面積が確保できない場合は、事業区
域内の別の箇所に新たに緑地を設けることにより必要な面積を確保することも可能とする。た
だし、緑化した管理用通路、太陽光パネル下の緑地等は、森林等の面積には含まない。 

 
・事業区域内に保全される森林等の位置については、道路や隣地との境界に配置するなど、周辺

からの景観に配慮することとする。 
 

 
 
(６)樹木を含む事業区域内の廃棄物の適正処分 

伐採した木竹、除根した木竹の根、雑草、残土、工事に伴う廃棄物等の建設副産物について
は、適正な処分を行うこと。 
 
・「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいうが、事業区域に係る建設工

事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を実施するこ
と。 

 
・建設副産物適正処理推進要綱を参考にすること。 
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３ 太陽光発電設備等の安全性の確保に関する事項 
 
太陽光発電設備の設置に伴い、強風・地震等によるパネルの飛散・破損等の被害とともに、事

業区域周辺への二次的な被害も懸念されることから、設置等基準の一つとして設備の安全性の確
保に関する規定を設けている。 

太陽光発電設備については、建築基準法の対象となっていないものの、その安全性については、
電気事業法に基づく技術基準等により確保されることとなる。本規定についても、電気事業法に
より確保されることとなるが、ここでは、その確認の方法として、建築基準法に準じた方法を示
している。 

なお、本規定に示す確認の方法は一つの例示であり、他の方法を妨げるものではない。 
 

(１) 構造耐力上の安全性 

工作物は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 39 条第１項に規定する技術基準に
基づくとともに、建築基準法その他関係法令の規定に準じて定める(2)から(4)までに掲げる基
準を満たす安全性を確保するものであること。 
 
・電気事業法第 39 条第１項により、太陽光発電施設を設置する者は、技術基準に適合するよう

に維持しなければならないと規定されていることから、本条例の規定に基づき届出された太陽
光発電施設の事業計画は、本項目の基準(2)～(4)についても適合している計画となる。しかし
ながら、2,000ｋｗ未満の施設については電気事業法に基づく国への届出義務がないことから、
本条例によりその一部を設置等基準として規定しているものである。 

 
・本条例では、工作物は、太陽電池モジュールを支持する架台及びその基礎について構造計算を

行った上で、適切な設計及び施工を行い、(2)～(4)までに掲げる設置等基準を満たすことで構
造耐力上の安全性を確保するものとしている。 

 
・発電出力が 2,000ｋｗ以上の太陽光発電施設については、電気事業法第 48 条第１項に基づ

く工事計画の届出の対象となることから、同法第 39 条第１項に規定する技術基準を満たして
いる旨の届出を行うことで、本項目の基準(2)～(4)を満たすものとする。 

 
・構造計算に当たっては、電気事業法第 39 条第 1 項に基づく、日本産業規格 JIS C8955「太

陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」により算出した荷重に対し、建築基準法の構造
規定（建築基準法施行令第 141 条第４項の規定（広告塔等の構造耐力に関する技術的基準））
を準用して構造耐力上安全であることを確かめることが望ましく、(2)～(4)までに掲げる基準
は、日本産業規格 JIS C8955(2017)に即した「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイド
ライン 2019 年版」のほか、各種団体が作成した以下のガイドライン等を参考にして、設計
するよう努めることとする。 
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ガイドラインの名称 発行元 発行年 

地上設置型太陽光発電システムの設計ガ
イドライン 2019 年版 
 
 

国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構 
一般社団法人太陽光発電協会 
奥地建産株式会社 

2019 

太陽光発電システム耐風設計マニュアル 
 

太陽光発電システム風荷重評価研 
究会 2017 

太陽光発電フィールドテスト事業に関す
るガイドライン（設計施工・システム編） 

国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構 2010 

10kw 以上の一般用電気工作物太陽光発
電システムの基礎・架台の設計・施工のチ
ェックリストと留意点（第 10 版） 

一般社団法人太陽光発電協会 
 
 

2015 

 
（電気事業法第 39 条） 

１ 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合
するように維持しなければならない。 

２ 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 
二～四 （略） 
 

（電気事業法第 48 条） 
事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第一項の主務省令で定めるものを除く。）で

あつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出な
ければならない。その工事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを除く。）をしようと
するときも、同様とする。 
２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でな

ければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 
３～５ （略） 
 

（電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52 号）第４条） 
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがな

いように施設しなければならない。 
 
（電気設備の技術基準の解釈※ 第 46 条第２項）20160905 商局第２号 平成 28 年９月 23
日        ※省令第４条についての技術的内容をできるだけ具体的に示したもの。 

太陽電池モジュールの支持物は、支持物の高さにかかわらず日本工業規格 JIS C 8955
（2004）「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強度を有するものであること。
また、支持物の高さが 4m を超える場合には、更に建築基準法の工作物に適用される同法に
基づく構造強度に係る各規定に適合するものであること。 
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（電気設備の技術基準の解釈の解説 （第 46 条第２項について）） 

平成 28 年９月 23 日改正 経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 
太陽電池発電設備については、一般公衆の生活環境に近接して施設されるケースが多く、

風圧荷重や積雪荷重により太陽電池モジュールが落下すると、人体に危害を及ぼし又は物件
に損傷を与える可能性があるため、日本工業規格 JIS C 8955（2004）を引用し、支持物（架
台等）の強度について規定している。また、従来、高さが 4ｍを超える太陽電池発電設備の
支持物は、建築基準法上の工作物として規制されていたが、建築基準法施行令の改正により、
建築基準法上の工作物としての規定が適用されなくなることから、建築基準法を引用し、そ
の強度を規定することとした。具体的には、建築基準法施行令第 3 章構造強度のうち、第 38 
条（基礎）、第 65 条（有効細⾧比）、第 66 条（柱の脚部）、第 68 条（高力ボルト等）及
び第 69 条（斜材等の配置）の規定により施設する必要がある。 

 
（建築基準法施行令第 141 条第４項で準用する建築基準法施行令上の規定） 
＜構造部材＞ 

第 36 条の３（構造設計の原則）、第 37 条（構造部材の耐久）、第 38 条（基礎）、第 39 
条１項及び２項（屋根ふき材等） 

＜木造＞ 
第 40 条（適用の範囲）、第 41 条（木材）、第 42 条（土台及び基礎）、第 44 条（はり

等の横架材）、第 46 条１項（構造耐力上必要な軸組等）、第 47 条（構造耐力上主要な部分
である継手又は仕口） 

＜鉄骨造＞ 
第 63 条（適用の範囲）、第 64 条（材料）、第 65 条（圧縮材の有効細⾧比）、第 66 条

（柱の脚部）、第 67 条（接合）、第 68 条（高力ボルト、ボルト及びリベット）、第 69 条
（斜材、壁等の配置）、第 70 条（柱の防火被覆） 

＜鉄筋コンクリート造＞ 
第 71 条（適用の範囲）、第 72 条（コンクリートの材料）、第 73 条（鉄筋の継手及び定

着）、第 74 条（コンクリートの強度）、第 75 条（コンクリートの養生）、第 76 条（型わ
く及び支柱の除去）、第 77 条（柱の構造）、第 77 条の２（床版の構造）、第 78 条（はり 
の構造）、第 78 条の２（耐力壁）、第 79 条（鉄筋のかぶり厚さ） 

＜鉄骨鉄筋コンクリート造＞ 
第 79 条の２（適用の範囲）、第 79 条の３（鉄骨のかぶり厚さ）、第 79 条の４（鉄骨鉄

筋コンクリート造に対する第５節及び第６節の規定の準用） 
＜構造方法に関する補則＞ 

第 80 条の２（構造方法に関する補則） 
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(２) 基礎 

太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上が
り、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。 
 
・基礎の形式は、架台の規模、重量及び地盤特性を考慮して、地盤も含め適切なものとし、構造

は、鉄筋コンクリート造による直接基礎、又は杭基礎（支持杭および摩擦杭）とする。 
 
・基礎の設計に当たっては「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン 2019 年版」

を参考にすること。 
 
ア 地盤についての調査 
・構造設計に当たっては、事前調査や現地調査などによって、事業区域内の地盤や土質等を考慮

すること。 
(ｱ) 事前調査 

現地調査や地盤調査の前に、設置する敷地の状況や課題を抽出する。 
(ｲ) 現地調査 

事前調査結果と照合しながら、地形や過去の造成状況を調べ、地盤の安全性を確認する。 
(ｳ) 地盤調査・土質調査 

スウェーデン式サウンディング（ＳＷＳ）試験等の地盤調査を行い、基礎設計の資料とす
る。 

 
・地盤の許容応力度は、建築基準法施行令第 93 条の規定を準用すること。また、地盤調査又は

載荷試験により地盤の許容応力度を求めるときは、平成 13 年国土交通省告示第 1113 号を
参考に決定すること。 

 
（建築基準法施行令第 93 条） 

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法※によって、
地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤
の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

地盤 ⾧期に生ずる力に対する
許容応力度（ｷﾛﾆｭｰﾄﾝ/㎡） 

短期に生ずる力に対する
許容応力度（ｷﾛﾆｭｰﾄﾝ/㎡） 

岩盤  1,000 ⾧期に生ずる力に対する
許容応力度のそれぞれの
数値の二倍とする。 

固結した砂  500 
土丹盤  300 
密実な礫層  300 
密実な砂質地盤  200 
砂質地盤（地震時に液状化のおそれ
のないものに限る。）  

50 

堅い粘土質地盤  100 
粘土質地盤  20 
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堅いローム層  100 
ローム層  50 

 
（平成 13 年国土交通省告示第 1113 号）※国土交通大臣が定める方法 

「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその
結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件（抜
粋）」建築基準法施行令第 93 条の規定に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支
持力を求めるための地盤調査の方法を第 1 に、地盤調査の結果に基づき地盤の許容応力度及
び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を第 2 から第 5 に定め、並びに同令第 94 条の規定
に基づき、地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度を第 7 に、くい体又は地盤アンカー体に
用いる材料の許容応力度を第 8 に定める。 

第 1:地盤の許容応力度と基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査 
第 2:地盤の許容応力度 
第 3:セメント系固化材を用いて改良された地盤の許容応力度 
第 4:第 2，第 3 以外の地盤許容応力度 
第 5:基礎ぐいの許容支持力・許容引き抜き力 
第 6:第 5 以外の基礎ぐいの許容支持力・許容引き抜き力 
第 7:地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度 
第 8:くい体・地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度 

 
イ 直接基礎の設計 
・直接基礎で架台を支持する場合、架台柱脚からの鉛直力（圧縮力及び引抜力）、風圧荷重及び

地震荷重による水平力を考慮して設計する。具体的には、「平成 12 年国土交通省告示第 1347 
号（建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件）」を参考に設計を行う。 

 
・基礎底面の大きさは、不同沈下を避けるため、常時荷重時に生じる地盤反力が、⾧期許容支持

力以下とし、かつ、できるだけ均等になるようにすることが望ましい。 
 
・短期荷重時には柱脚部に上部構造からの圧縮力と水平力が同時に働くため、基礎底面では圧縮

力に加えて曲げモーメントが作用する。このため、地反力は台形（あるいは三角形）分布とな
るが、その最大値が地盤の短期許容支持力を超えないようにする。また、水平力による転倒及
び滑動について検討を行う必要がある。 

 
・架台は、基礎に設置されたアンカーボルトなどによって、基礎と土台又は柱脚を緊結する。 
 
・引抜き抵抗力は、架台からの引抜き荷重が、基礎の自重（浮き上がり抵抗力）を超えないよう

設計する。 
 
・水平抵抗力は、風圧荷重又は地震荷重により、柱脚に働く水平力が地盤の摩擦抵抗力と受働土
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圧を合計した値を超えないよう設計する。 
 
・転倒が生じないよう、基礎及び架台の自重による安定モーメントが、太陽電池モジュールや架

台に作用する荷重による転倒モーメントを上回るよう設計する。 
 
（平成 12 年国土交通省告示第 1347 号） 

「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」 
第二 令第 38 条第 4 項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとす

る。 
一 建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧そ

の他の荷重及び外力を採用し、令第 82 条第一号から第三号までに定める構造計算を
行うこと。 

二 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建
築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。 

 
ウ 杭基礎の設計 
・杭基礎は杭の種類、打設方法、杭径、杭⾧、杭材強度などを考慮して適切に選定するとともに、

使用する材料は、使用目的や地盤条件に適したものを選定する。また、杭基礎の杭芯と上部構
造柱芯に偏心がある場合は、これを考慮した金具などを準備しボルト等で緊結する。 

 
・杭の⾧期許容支持力は、地盤から定まる⾧期許容支持力と杭体の⾧期許容圧縮力のうち小さい

値とする。 
 
・杭の支持力（押込み力・引抜き力・水平力）は載荷試験を行い求めることを基本とする。杭の

⾧期許容支持力（押込み・引抜き）は極限支持力の 1/3、杭の短期許容支持力は極限支持力の 
2/3 とする。また、杭の短期許容水平支持力は最大水平抵抗力の 1/2 とする。 

 
・大臣認定杭及び公的機関の技術審査証明等を有する杭の支持力については、その規定に従う。 
 
・架台からの引抜き荷重が、杭の短期許容支持力（引抜き力）を超えないように決定する。 
 
・風圧荷重により柱脚に働く水平力が杭の短期許容支持力（水平力）を超えないように決定する。

杭の引抜き抵抗力は支持杭・摩擦杭ともに周面摩擦力のみを算入する。ただし、先端加工付鋼
管杭において先端の引抜き抵抗が期待できるときは周面摩擦力に加えて、先端引抜き抵抗力を
算入できるものとする。 
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(３) 太陽電池モジュール 

 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造
耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。 
 
・架台の設計においては、鋼製架台の場合は「鋼構造設計規準（日本建築学会）」及び「軽鋼構

造設計施工指針・同解説（日本建築学会）」に、アルミニウム製架台の場合は「アルミニウム
建築構造設計基準・同解説（アルミニウム建築構造協議会）」が参考となる。 

・太陽電池モジュールと架台、架台の部材間及び架台と基礎の各接合部は、部材間に作用する荷
重を確実に伝達できるように設計する。具体的には「地上設置型太陽光発電システムの設計ガ
イドライン 2019 年版」等を参考にする。 

 
（「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン 2019 年版」より） 

＜モジュールと架台の接合について＞ 
モジュールの固定ボルトや固定金物についても許容応力度設計を行い安全性の確認を行

う。 
＜鋼製架台における接合部の設計＞ 

１．接合部は、同一部材を繋ぐ継手、部材間を他の部材に固定する接合部、基礎に部材を
固定させる柱脚など様々あるが、部材と同様に許容応力度設計を行い安全性の確認を行
う。 

２．接合部の収まりは応力度で接点のモデル化に沿った収まりとなるように設計する。 
＜アルミニウム合金製架台における接合部の設計＞ 

１．接合部の設計又は適用又は参考にする関係法令・学会指針類を参照。 
２．各部材及び接合部の剛性や偏心等が適切に評価されていること。 
３．接合部の破断は、設計荷重により生ずる応力度の 1.5 倍程度以上であること。 

＜小地形における風速の割増係数＞ 
太陽光発電設備を傾斜地や崖地の近傍に設置する場合には、設計風速への影響を考慮する

必要がある。その際には建築物荷重指針・同解説（日本建築学会 2015 年）に示された方法
などによって適切な風速の割り増しを行うことが望ましい。同指針では、傾斜地等に建設さ
れる建築物については小地形による風速の割増し係数を用いて設計風速を補正している。こ
れに倣い設計風速の割り増しを考慮する。 
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(４) 耐久性 

工作物の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐
朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした
材料が使用されたものであること。 
 
・架台に鋼材を使用する場合又は杭基礎として鋼材を使用する場合には、各部位において、めっ

きや塗装を施すなど、腐食に対する措置を講ずる必要がある。また、木材を使用する場合は、
腐朽あるいは白アリ等による被害の防止を考慮しなければならない。 

 
・地上部に突出部を持つ鋼杭を使用する場合、鋼杭の地表面の上下に有効な防食処理を行うこと。

また、十分な腐食しろを考えた設計とすることが望ましい。 
（めっき）使用する鋼材をめっきによって防食する場合は、溶融亜鉛めっき又はこれと同等以
上のめっきとし、溶融亜鉛めっきの品質、試験、検査、表示などは JIS H 8641 によるもの
とする。 
（塗装）使用する鋼材を塗装によって防食する場合は、使用環境を考慮して仕様を決定する。 

 
・工事足場等の仮設材に用いられるような単管により架台を設置するケースが見受けられるが、

構造計算上のみならず耐久性の観点からも注意が必要である。 
 
・異種金属接触腐食の原因となる異なる金属の組合せによる接合は可能な限り避けるものとする。

ただし、絶縁処置、防水処置などにより有効な防食措置が講じられている場合はその限りでな
い。 

 
・塩害環境においては、特に腐食に注意しなければならない。 
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４ 太陽光発電設備の廃止後において行う措置に関する事項 
 

太陽光発電設備の廃止後において、適切に撤去及び処分され、さらにはその跡地についても、
景観、防災上の措置が行われることを、計画段階から考慮の上、実施することが重要である。 

ここでは、事業廃止後の措置として、撤去及び廃棄物の適正な処理、並びに修景、整地その他
の景観上又は防災上必要な措置について解説するものである。 
 
(１) 撤去時の措置 

太陽光発電設備の廃止後は、設置者又は管理者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。 
ア 工作物を速やかに撤去すること。 
イ 工作物の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。 
ウ 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行う

こと。 
 
ア 撤去及び廃棄物の処理 
・事業用の使用済太陽光発電設備は、当該太陽光発電設備が事業活動を営むために設置されたも

のである場合、原則として産業廃棄物となる。そのため、設備等の撤去及び処分は、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律や建設工事に係る資材の再資源化に関する法律、その他の関係法令
を遵守し、事業終了後、速やかに行うものとする。 

 
・設置者は、太陽光発電設備の撤去及び廃棄について、事業計画の段階から検討し、その実施に

係る費用を想定した上で、事業計画に位置付けることが必要である。 
 
・撤去及び処分の際は、『太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第二版）

（平成 30 年 環境省）』を参照の上、再使用に努めた上で、リサイクル等適正な処理を行うこ
ととする。 

 
・太陽光発電設備を撤去するまでの間についても、感電等の危険防止の観点から、第三者がみだ

りに設備等に近づかないようにするなど、適切な維持管理に努めることとする。 
 
イ 修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置 
・太陽光発電設備を撤去した後、事業区域であった土地において、緑化等の修景によって、周辺

地域の景観との調和や緑地の保全に努めなければならない。 
 
・架台の基礎等の撤去により地表面の土が掘り起こされ、土砂が流出しやすい状態となることが

想定される。そのため、掘り起こされた地盤の整地や締固めを十分に行うとともに、排水施設
の排水能力や擁壁の状況を確認し、周辺地域への安全性確保に配慮することが必要である。 
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（太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）（平成 28 年３月 ）
（抜粋）、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第二版）（平成 30 年 ）
（抜粋）） 

・発電事業を終了した際には、日光が当たると発電するという太陽光発電の特性を踏まえて、
発電が行われないような措置を速やかに行うことが重要です。 

・感電を防止するよう十分に注意する必要があります。 
・太陽光発電設備の所有者・発電事業者の方は、将来に向けた事業計画において、事業終了

時の廃棄費用を見込んでおくことが重要です。 
・使用済太陽光発電設備が産業廃棄物となる場合には、自らあるいは適正な業者での処理や

その際の適正な費用負担を行うこと等、排出者としての責任を果たすことが廃棄物処理法
において義務づけられています。 

＜発電設備の使用停止に伴う届出＞ 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、電気事業法等によ

り各種届出が必要となります。 
①固定価格買取制度の対象となっている場合 

認定発電設備を廃止したときは、再生可能エネルギー特別措置法において再生可能エネ
ルギー発電設備廃止届出書を提出することが義務付けられています（特別措置法施行規
則第 11 条の１）。 

また、再生可能エネルギー発電設備廃止届出書の提出にあたり、太陽電池モジュール
等を廃棄する場合には、通常であれば販売会社等、家屋解体に伴うものであれば解体事
業者が撤去を行うことから産業廃棄物扱いとなるため、産業廃棄物管理票（マニフェス
ト）の写しの添付が求められます。 

②自家用電気工作物である場合 
自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の出力の変更時または廃止時には、電気事業
法に基づき経済産業省産業保安監督部への届出が義務付けられています（電気関係報告
規則第５条）。 

＜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）＞ 
・廃止後の撤去工事の前に、建設リサイクルに係る手続の有無については、各自治体に確認

することが必要である。 
・建設リサイクル法では、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、木

材）を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等
にあって一定規模以上の建設工事について、発注者及び建設業者に対して、分別解体等及
び再資源化等を行うことを義務付けている。 

・なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準と
して、「建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が 500 万円以上」な
どが定められている。 

・また、建設工事が建設リサイクル法上の解体工事に該当する場合は、解体工事業を営もう
とする者は同法 21 条の定める登録を受けることが義務付けられている。 
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5 その他の事項 
 
(１) 動植物 

野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼすおそれがないこと。 
 
・「重大な支障を及ぼすおそれがないこと」とは、必要に応じて適切な環境保全措置を実施する

ことにより、「重大な支障を及ぼす影響の回避・低減が図られている」ことをいう。 
 
・重要な動植物の保全に当たては、専門的な知見が必要です。事業区域内又は周辺に重要な動植

物の生息・生育地がある場合は、地域の有識者、コンサルタントなどの専門家に相談し、適切
な対策を講じる必要がある。 

 
・以下に環境保全措置の例を示す。 

重要な動植物の生息・生育地の改変面積をできる限り小さくする。 

事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、それらの場所への
土砂流入を防止するとともに、みだりに侵入し踏み荒らしたりしないようにする。 

植栽に用いる樹木等は、できる限り在来種とするよう配慮する。 

重要な動物の繁殖期など特に配慮が必要な時期においては、影響を及ぼさないように、
できる限り工事の時期を調整する（大きな騒音が生じる工事の回避等）。 
やむを得ず重要な動植物の生息・生育地を消失させてしまう場合には、別の生息･生育
適地への移植等が必要となる場合があります。種によっては移植等が困難であること
や、種に応じた移植・管理方法の検討が必要であることから、都道府県や市町村、専
門家とよく相談し、適切な方策を講じる。 

太陽光発電の環境配慮ガイドライン（令和２年３月 環境省）より 
 

・動植物に係る環境配慮の手続は、大きく、「環境アセス（環境影響評価法・環境影響評価に関
する条例）」と「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」の二つがある。これらの関
係は以下のとおりである。 

 
表 太陽光発電施設の新増設に係る環境アセス手続と自然環境調査 

区分 

第一種:出力４万 kW 以上 
（概ね100ha以上） 

第二種:出力３万 kW 以上 
    ４万 kW 未満 

敷地全体の面積 20ha 以上（工
業地域、工業専用地域は除く） 
特別地域を含むものにあって
は 5ha 以上 

環境影響評価法及び環境影響評価条例の
対象とならない 10kW 以上の事業用太陽
光発電設備（建築物の屋根、壁面又は屋上
に設置するものは除く） 

根拠法令等 環境影響評価法［国］ 大分県環境影響評価条例［県］ 太陽光発電の環境配慮ガイドライン［国］ 

手続・調査 アセス手続（環境影響評価書作成）  

意見・指導 
知事意見 

（国を通じて事業者へ） 
知事意見 

（直接事業者へ） 
 

適用 
令和３年８月１日施行 
（太陽光発電施設を対象に追加） 

令和 2 年 4 月から 
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・「大分県環境影響評価条例」の対象事業である場合は、環境影響評価手続において、対象事業

が動植物に与える影響など環境影響評価の項目について調査、予測及び評価を行い、この結果
を踏まえ、必要に応じて適切な環境保全措置を実施する。 

 
・調査、予測及び評価並びに環境保全措置を行うに当たっては、経済産業大臣が定める「発電所

の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に
係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、
予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措
置に関する指針等を定める省令」（主務省令）、発電所に係る環境影響評価の手引及び大分県自
主的環境配慮指針を踏まえることとする。 

 
・大分県では、環境影響評価法や大分県環境影響評価条例の対象とならない小規模な開発事業等

についても、環境に配慮した事業が行われるよう「自主的環境配慮指針」を平成 22 年 3 月に
策定している。各事業者は、主体性をもって地域の環境の保全に取組むものとする。 

 
・自然環境調査を行うに当たっては、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン（令和２年３月 環境

省）」の「動物・植物・生態系」に関する内容を踏まえることとする。 
 
・表中、「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」の対象は、森林の伐採を伴うもの又

はため池の水面上等に設置するものに限定している。しかし、これら以外の土地利用がなされ
ている場合であっても、文献その他の情報により事業用地に希少な動植物が存在することが明
らかな場合には、影響の回避・低減等、適切な措置を行うよう努めることとする。 

 
・動植物の保全に関して、調査、予測及び評価並びに環境保全措置の実施に当たっては、以下の

ガイドライン等を踏まえることとする。 
 

ガイドライン等の名称 発行元 発行年 
発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選
定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に
関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測
及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに
環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 

経済産業省  2020 年 

発電所に係る環境影響評価の手引  経済産業省 2020 年 
太陽光発電所の環境配慮ガイドライン  環境省 2020 年 

環境アセスメント技術ガイド 生物多様性・自然との触れ合い （一社）日本環境 
アセスメント協会 

2017 年 
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(２) 排水施設の保守点検・維持管理 

排水施設の保守点検及び維持管理に係る実施計画（点検項目及び実施スケジュールを含む。）
を策定するとともに、適切な保守点検及び維持管理が行われるよう努めること。 

 
太陽光発電設備等の安定した事業経営には、事業区域を適切に管理することも大切です。事業

地内における水みちの発生、泥水の事業地外への流出、雑草の繁茂などは、周辺地域の災害リス
クの増加や生活環境の悪化を招く恐れがでるほか、地域住民へ不安を与えるため、定期的な点検
と異常への対策が必要です。 

定期的な点検として、次に掲げるような事業地の異常がないか、計画した排水計画や土砂流出
の防止策が計画通りに維持されているか等を確認してください。 
 ・敷地内に地割れや陥没がある。 
 ・法面に崩れや亀裂がある。 
 ・転石が発生している。 
 ・太陽光パネルからの雨だれによる過度な洗掘がある。 
 ・排水溝以外に水みちが発生し、その部分が集中的に洗掘されている。 
 ・大きな水たまりがある。 
 ・調整池や排水溝に土砂が堆積している。 
 ・事業地外へ土砂が流出している。 
 ・柵塀（フェンス等）へ蔦性植物が巻き付いている。 
・雑草が繁茂している 

 
 
 浸透式排水施設の管理 
  浸透面の目づまりのため浸透機能が著しく低下する可能性がある。目づまりを起こした浸透

施設は、外見からは機能の低下具合を判断しにくく、施設の構造上、メンテナンスによる浸透
面の目づまり除去が困難であるため、定期的な維持管理が重要となる。 

維持管理は、点検作業（定期点検・非常時点検）とメンテナンス（清掃・補修等の措置）か
らなる。定期点検は、梅雨時期や台風シーズンの前に年 1 回以上行なうことを原則とする。
その他、大雨が予想される前、町や近隣者等からの通報等があった場合には、別途点検（非常
時点検）を行なう必要がある。 

機能点検は、施設の機能を確認するものであり、降雨時の施設状況（湛水状況・浸透機能等）
確認のほか、浸透施設では必要に応じて簡易試験を行なうことが望ましい。 
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(３) 保守点検・維持管理 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 
108 号）に基づき太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理が行われるよう努めること。 

 
・FIT 法施行規則第５条第１項第３号において、保守点検及び維持管理に関する規定が定められ

ている。 
 
・「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）/平成 29 年３月 資源エネルギー庁」の第３節「運

用・管理」では、保守点検及び維持管理について、計画の策定及び体制の構築、運転中の取組、
周辺環境への配慮に分けて、それぞれにおける遵守事項等が示されているので、その内容を把
握した上で、保守点検及び維持管理に努めること。 

 

（FIT 法施行規則第５条第１項） 
法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電

事業計画が明確かつ適切に定められていること。 
二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置し

ようとするものでないこと。 
三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理す

るために必要な体制を整備し、実施するものであること。 
四～一五（略） 

（事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）（抜粋）） 
＜保守点検及び維持管理に関する計画の策定及び体制の構築＞ 

① 保守点検及び維持管理に係る実施計画（点検項目及び実施スケジュールを含む。以下「保
守点検及び維持管理計画」という。）を策定すること。その際、関係法令及び条例の規定
に従い、保守点検及び維持管理計画の策定及び体制の構築を行うこと。 

② 電気事業法の規定により保安規程の届出義務がある場合、この保安規程を踏まえた保守
点検及び維持管理計画を策定すること。 

③ 策定した保守点検及び維持管理計画に基づき、適切に保守点検及び維持管理を実施する
体制を構築すること。電気事業法の規定により選任した電気主任技術者が必要な場合、そ
の者を含めた体制とすること。 

④ 発電設備の事故発生、運転停止、発電電力量の低下などの事態が発生した時の対応方針
を関係者間で事前に定め、発生時に関係者との連携が円滑に実施できる体制を構築するこ
と。 

⑤ 保守点検及び維持管理計画の策定、体制の構築に当たっては、民間団体が定めるガイドラ
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イン等を参考にし、当該ガイドライン等で示す内容と同等又はそれ以上の内容により、事
業実施体制を構築するように努めること。 

⑥ 保守点検及び維持管理計画を事業実施期間にわたって保管すること。 
＜通常運転時に求められる取組＞ 
(1) 安全の確保に関する取組 

① 関係法令及び条例の規定に従い、発電設備を運転すること。 
② 保守点検及び維持管理計画に則って、保守点検及び維持管理を実施すること。 
③ 発電設備が技術基準に適合し続けるよう、適切に保守点検及び維持管理を行うこと。出力 

50kW 以上の自家用電気工作物の太陽光発電設備の運用に当たっては、電気事業法に基づ
き届け出た保安規程の内容を遵守すること。 

④ 民間団体が作成したガイドラインを参考にし、これらと同等又はこれら以上の内容によ
り、着実に保守点検及び維持管理を実施するように努めること。 

⑤ 実施した保守点検及び維持管理の内容について記録・保管すること。 
＜非常時に求められる対処＞ 

① 落雷・洪水・暴風・豪雪・地震等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそ
れがある事象が発生した場合、直ちに発電（運転）状況を確認した上で、可能な限り速や
かに現地を確認し、発電設備の損壊、飛散、感電のおそれがないことを確認するように努
めること。 

② 発電設備に異常が生じた場合、速やかに現場の状況を確認するとともに、電気事業法等の
規定に則った適切な措置を講ずること。また、設備外への影響が及ばないよう適切に対応
するように努めること。さらに、電気主任技術者、保守点検及び維持管理を行う事業者、
施工事業者等の太陽光発電設備及び周辺電気設備に十分な知見がある者が点検を行うこ
と。特に水害や震災によって被害を受けた設備の点検・撤去を行う場合、既に定められて
いる民間団体が作成したガイドライン等（付録参照）を参照するように努めること。 

③ 発電設備に異常をきたすような落雷・洪水・暴風・豪雪等の発生が予想される場合、事前
の点検等を行うように努めること。 

④ 発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生し
た場合は、自治体及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するように努めること。また、被
害防止又は被害の拡大防止のための措置を講じるように努めること。被害が発生し損害賠
償責任を負う場合、適切かつ誠実な対応を行うように努めること。 

⑤ 事故が発生した場合、電気関係報告規則（昭和 46 年 6 月 15 日通商産業省令第 54 
号）、消費生活用製品安全法（昭和 48 年 6 月 6 日法律第 31 号）（以下「消安法」とい
う。）の定めに従い、事故報告を行うこと。 

⑥ 発電設備の破損、事故等が発生した場合、原因究明と再発防止に努めること。 
＜周辺環境への配慮＞ 
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① 事業地の管理において、防災や設備安全、環境保全、景観保全などに関する対策が、計画
どおり適切に実施されているかを随時確認するように努めること。 

② 発電設備の周囲に地域住民の生活の場がある場合、事業地からの建設残材の飛散や雑草の
繁茂等による周辺環境への影響がないように管理するように努めること。 

③ 第三者の侵入があった場合、これを確認できるような措置を講ずるように努めること。 
④ 防災、環境保全、景観保全の観点から計画策定段階で予期しなかった問題が生じた場合、

適切な対策を講じ、災害防止や自然環境、近隣への配慮を行うように努めること。 
 

 
(４）除草剤散布の禁止 

周辺への影響を考慮して、事業区域での除草剤の散布は、原則禁止する。 
 
・除草剤の散布については、使い方を誤ると、近隣の方々への健康の被害や生活環境への悪影響

を及ぼすおそれがあるので、周辺への生活環境等の影響を考慮して、除草剤の散布は原則禁止
する。 

  
・やむを得ず除草剤を使用する場合には、使用量、希釈濃度、使用方法等の注意を守り、適正に

使用すること。 
 
・事前に近隣関係者に対して、除草剤使用の目的、散布日時、使用除草剤の種類及び除草剤使用

者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、
近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。
また、除草剤散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが除草剤を
浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等
への周知を図ること。 

 
・排水施設の放流先が農業用水路の場合は、事業区域での除草剤の散布は禁止する。 


